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条 例  

 

 次 に 掲 げ る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。  

   令 和 ６ 年 12 月 25 日        

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  横 浜 市 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利  

 用 等 に 関 す る 法 律 の 施 行 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

２  横 浜 市 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

３  横 浜 市 地 区 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

４  横 浜 市 福 祉 の ま ち づ く り 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

５  横 浜 市 生 活 保 護 法 に 基 づ く 保 護 施 設 の 設 備 及 び 運 営 の 基 準 に 関

す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

６  横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

７  横 浜 市 狭 あ い 道 路 の 整 備 の 促 進 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す

る 条 例  

８  横 浜 市 水 道 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  
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横 浜 市 条 例 第 53 号  

   横 浜 市 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番  

   号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 の 施 行 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改  

   正 す る 条 例  

 横 浜 市 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用

等 に 関 す る 法 律 の 施 行 に 関 す る 条 例 （ 平 成 27 年 ９ 月 横 浜 市 条 例 第 52

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 別 表 第 １ 中 ３ の 項 を ４ の 項 と し 、 ２ の 項 を ３ の 項 と し 、 １ の 項 を

２ の 項 と し 、 同 表 に １ の 項 と し て 次 の よ う に 加 え る 。  

１ 市 長  
横浜市重度障害者の医療費助成に関する条例（昭和46年12月横浜市条例第  

59号）による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの    

 別 表 第 ２ 中 ５ の 項 を ６ の 項 と し 、 １ の 項 か ら ４ の 項 ま で を １ 項 ず

つ 繰 り 下 げ 、 同 表 に １ の 項 と し て 次 の よ う に 加 え る 。  

１ 市 長  

横浜市重度障害者の医療費  

助成に関する条例による医  

療費の助成に関する事務で  

あって規則で定めるもの  

医療保険給付関係情報、地方税関係情報、生  

活保護関係情報、障害者関係情報その他の特  

定個人情報であって規則で定めるもの    

   附  則  

 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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横 浜 市 条 例 第 54 号  

   横 浜 市 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 横 浜 市 手 数 料 条 例 （ 平 成 12 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 32 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ２ 条 第 13 号 中 「 民 間 事 業 者 の 使 用 に 係 る 」 を 削 り 、 同 条 第  149  

号 ア か ら コ ま で 以 外 の 部 分 を 次 の よ う に 改 め る 。  

   宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 規 制 法 （ 昭 和 36 年 法 律 第  191 号 ） 第

12 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 同 法 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 宅 地 造

成 （ 第  149 号 の ３ に お い て 「 宅 地 造 成 」 と い う 。 ） 又 は 同 条 第

３ 号 に 規 定 す る 特 定 盛 土 等 （ 第  149 号 の ３ に お い て 「 特 定 盛 土

等 」 と い う 。） に 関 す る 工 事 の 許 可 申 請 手 数 料  

 第 ２ 条 第  149 号 ア 中 「 切 土 又 は 盛 土 」 を 「 盛 土 又 は 切 土 」 に 、 「  

 12,000 円 」 を 「  16,000 円 」 に 改 め 、 同 号 イ 中 「  21,000 円 」 を 「 28,0  

00 円 」 に 改 め 、 同 号 ウ 中 「  31,000 円 」 を 「  40,000 円 」 に 改 め 、 同 号

エ 中 「  5,000 平 方 メ ー ト ル 」 を 「  3,000 平 方 メ ー ト ル 」 に 、 「 47,0  

00 円 」 を 「  59,000 円 」 に 改 め 、 同 号 コ 中 「   420,000  円 」 を 「  658,00  

0 円 」 に 改 め 、 同 号 コ を 同 号 サ と し 、 同 号 ケ 中 「   340,000  円 」 を 「  

  509,000  円 」 に 改 め 、 同 号 ケ を 同 号 コ と し 、 同 号 ク 中 「   250,000  円

」 を 「   360,000  円 」 に 改 め 、 同 号 ク を 同 号 ケ と し 、 同 号 キ 中 「 170,  

000 円 」 を 「   229,000  円 」 に 改 め 、 同 号 キ を 同 号 ク と し 、 同 号 カ 中

「   110,000  円 」 を 「   149,000  円 」 に 改 め 、 同 号 カ を 同 号 キ と し 、 同

号 オ 中 「  67,000 円 」 を 「  93,000 円 」 に 改 め 、 同 号 中 オ を カ と し 、 エ

の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。  

  オ  同  

       3,000 平 方 メ ー ト ル を  

   超 え  5,000 平 方 メ ー ト ル 以 下  

   の 場 合            同         68,000 円  

 第 ２ 条 第  149 号 の ２ を 次 の よ う に 改 め る 。  

 (149) の ２  宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土  

  等 規 制 法 第 12 条 第 １ 項 の 規 定 に  

  基 づ く 同 法 第 ２ 条 第 ４ 号 に 規 定  

  す る 土 石 の 堆 積 （ 以 下 こ の 号 及  

  び 第  149 号 の ４ に お い て 「 土 石  

  の 堆 積 」 と い う 。 ） に 関 す る 工  

  事 の 許 可 申 請 手 数 料  

  ア  土 石 の 堆 積 を 行 う 土 地 の 面  

   積 が  500 平 方 メ ー ト ル 以 下 の  

   場 合             同         11,000 円  

  イ  同   

      500 平 方 メ ー ト ル を 超 え  



                     横 浜 市 報    号外第20 令和６年12月25日 

5 

    1,000 平 方 メ ー ト ル 以 下 の 場  

   合              同         14,000 円  

  ウ  同  

      1,000 平 方 メ ー ト ル を 超  

   え  2,000 平 方 メ ー ト ル 以 下 の  

   場 合             同         16,000 円  

  エ  同   

      2,000 平 方 メ ー ト ル を 超  

   え  3,000 平 方 メ ー ト ル 以 下 の  

   場 合             同         20,000 円  

  オ  同  

      3,000 平 方 メ ー ト ル を 超  

   え  5,000 平 方 メ ー ト ル 以 下 の  

   場 合             同         29,000 円  

  カ  同  

      5,000 平 方 メ ー ト ル を 超  

   え  10,000 平 方 メ ー ト ル 以 下 の  

   場 合             同         32,000 円  

  キ  同  

      10,000 平 方 メ ー ト ル を 超  

   え  20,000 平 方 メ ー ト ル 以 下 の  

   場 合             同         39,000 円  

  ク  同  

      20,000 平 方 メ ー ト ル を 超  

   え  40,000 平 方 メ ー ト ル 以 下 の  

   場 合             同         54,000 円  

  ケ  同  

      40,000 平 方 メ ー ト ル を 超  

   え  70,000 平 方 メ ー ト ル 以 下 の  

   場 合             同         74,000 円  

  コ  同  

      70,000 平 方 メ ー ト ル を 超  

   え   100,000  平 方 メ ー ト ル 以 下  

   の 場 合            同         111,000  円  

  サ  同  

       100,000  平 方 メ ー ト ル を  

   超 え る 場 合          同         136,000  円  

 第 ２ 条 第  149 号 の ２ の 次 に 次 の ３ 号 を 加 え る 。  

 (149) の ３  宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土  

  等 規 制 法 第 16 条 第 １ 項 の 規 定 に  
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  基 づ く 宅 地 造 成 又 は 特 定 盛 土 等  

  に 関 す る 工 事 の 計 画 の 変 更 許 可  

  申 請 手 数 料            １ 件 に つ き 、 次 に 掲 げ る  

                 額 を 合 計 し た 額 。 た だ し 、  

                 そ の 額 が   658,000  円 を 超 え  

                 る と き は 、 そ の 手 数 料 の 額  

                 は 、   658,000  円 と す る 。  

                 ア  宅 地 造 成 又 は 特 定 盛 土  

                  等 に 関 す る 工 事 の 計 画 の  

                  変 更 （ イ の み に 該 当 す る  

                  場 合 を 除 く 。 ） に つ い て  

                  は 、 盛 土 又 は 切 土 を す る  

                  土 地 の 面 積 （ イ に 規 定 す  

                  る 変 更 を 伴 う 場 合 に あ っ  

                  て は 変 更 前 の 盛 土 又 は 切  

                  土 を す る 土 地 の 面 積 、 盛  

                  土 又 は 切 土 を す る 土 地 の  

                  面 積 の 縮 小 を 伴 う 場 合 に  

                  あ っ て は 縮 小 後 の 盛 土 又  

                  は 切 土 を す る 土 地 の 面 積  

                  ） に 応 じ 第  149 号 に 規 定  

                  す る 額 に 10 分 の １ を 乗 じ  

                  て 得 た 額  

                 イ  新 た な 盛 土 又 は 切 土 を  

                  す る 土 地 の 編 入 に 係 る 宅  

                  地 造 成 又 は 特 定 盛 土 等 に  

                  関 す る 工 事 の 計 画 の 変 更  

                  に つ い て は 、 新 た に 編 入  

                  さ れ る 盛 土 又 は 切 土 を す  

                  る 土 地 の 面 積 に 応 じ 第 14  

                  9 号 に 規 定 す る 額  

  (149) の ４  宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土  

  等 規 制 法 第 16 条 第 １ 項 の 規 定 に  

  基 づ く 土 石 の 堆 積 に 関 す る 工 事  

  の 計 画 の 変 更 許 可 申 請 手 数 料    １ 件 に つ き 、 次 に 掲 げ る  

                 額 を 合 計 し た 額 。 た だ し 、  

                 そ の 額 が   136,000  円 を 超 え  

                 る と き は 、 そ の 手 数 料 の 額  

                 は 、   136,000  円 と す る 。  

                 ア  土 石 の 堆 積 に 関 す る 工  
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                  事 の 計 画 の 変 更 （ イ の み  

                  に 該 当 す る 場 合 を 除 く 。  

                  ） に つ い て は 、 土 石 の 堆  

                  積 を 行 う 土 地 の 面 積 （ イ  

                  に 規 定 す る 変 更 を 伴 う 場  

                  合 に あ っ て は 変 更 前 の 土  

                  石 の 堆 積 を 行 う 土 地 の 面  

                  積 、 土 石 の 堆 積 を 行 う 土  

                  地 の 面 積 の 縮 小 を 伴 う 場  

                  合 に あ っ て は 縮 小 後 の 土  

                  石 の 堆 積 を 行 う 土 地 の 面  

                  積 ） に 応 じ 第  149 号 の ２  

                  に 規 定 す る 額 に 10 分 の １  

                  を 乗 じ て 得 た 額  

                 イ  新 た な 土 石 の 堆 積 を 行  

                  う 土 地 の 編 入 に 係 る 土 石  

                  の 堆 積 に 関 す る 工 事 の 計  

                  画 の 変 更 に つ い て は 、 新  

                  た に 編 入 さ れ る 土 石 の 堆  

                  積 を 行 う 土 地 の 面 積 に 応  

                  じ 第  149 号 の ２ に 規 定 す  

                  る 額  

 (149) の ５  宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土  

  等 規 制 法 第 18 条 第 １ 項 の 規 定 に  

  基 づ く 宅 地 造 成 又 は 特 定 盛 土 等  

  に 関 す る 工 事 の 中 間 検 査 申 請 手  

  数 料  

  ア  盛 土 又 は 切 土 を す る 土 地 の  

   面 積 が  3,000 平 方 メ ー ト ル 以  

   下 の 場 合           １ 件 に つ き     3,100 円  

  イ  同   

       3,000 平 方 メ ー ト ル を  

   超 え  20,000 平 方 メ ー ト ル 以 下  

   の 場 合            同         6,200 円  

  ウ  同  

       20,000 平 方 メ ー ト ル を  

   超 え  40,000 平 方 メ ー ト ル 以 下  

   の 場 合            同         12,400 円  

  エ  同  

       40,000 平 方 メ ー ト ル を  
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   超 え  70,000 平 方 メ ー ト ル 以 下  

   の 場 合            同         24,800 円  

  オ  同  

       70,000 平 方 メ ー ト ル を  

   超 え   100,000  平 方 メ ー ト ル 以  

   下 の 場 合           同         43,400 円  

  カ  同  

        100,000  平 方 メ ー ト ル  

   を 超 え る 場 合         同         62,100 円  

 第 ２ 条 第  150 号 中 「 宅 地 造 成 等 規 制 法 一 部 改 正 法 附 則 第 ２ 条 第 １

項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る 旧 宅 地 造 成 等 規 制

法 第 ８ 条 第 １ 項 」 を 「 宅 地 造 成 等 規 制 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令

和 ４ 年 法 律 第 55 号 。 以 下 こ の 号 に お い て 「 宅 地 造 成 等 規 制 法 一 部 改

正 法 」 と い う 。 ） に よ る 改 正 前 の 宅 地 造 成 等 規 制 法 （ 昭 和 36 年 法 律

第  191 号 ） 第 ８ 条 第 １ 項 （ 宅 地 造 成 等 規 制 法 一 部 改 正 法 附 則 第 ２ 条

第 １ 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る 場 合 を 含 む 。  

） 」 に 、 「 前 号 」 を 「 横 浜 市 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令

和 ６ 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 54 号 ） に よ る 改 正 前 の こ の 条 例 第 ２ 条 第 14  

9 号 及 び 第  149 号 の ２ 」 に 改 め る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 ２ 条 第

13 号 の 改 正 規 定 は 、 令 和 ７ 年 ２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  宅 地 造 成 等 規 制 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 ４ 年 法 律 第 55 号

） 附 則 第 ２ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ

る 同 法 に よ る 改 正 前 の 宅 地 造 成 等 規 制 法 （ 昭 和 36 年 法 律 第  191 号

） 第 12 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 宅 地 造 成 に 関 す る 工 事 の 計 画 の 変

更 許 可 申 請 手 数 料 に つ い て は 、 こ の 条 例 に よ る 改 正 前 の 横 浜 市 手

数 料 条 例 第 ２ 条 第  149 号 及 び 第  149 号 の ２ の 規 定 は 、 な お そ の 効

力 を 有 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条 第  149 号 中 「 か ら 第  150 号

ま で 」 と あ る の は 「 及 び 次 号 」 と 、 「 次 号 及 び 第  150 号 」 と あ る

の は 「 次 号 」 と 、 同 条 第  149 号 の ２ 中 「 附 則 第 ２ 条 第 １ 項 」 と あ

る の は 「 附 則 第 ２ 条 第 ２ 項 」 と す る 。  
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横 浜 市 条 例 第 55 号  

   横 浜 市 地 区 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 横 浜 市 地 区 セ ン タ ー 条 例 （ 昭 和 48 年 ６ 月 横 浜 市 条 例 第 46 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 別 表 第 １ の ２ の 表 中        

「  

横浜市上白根コミュニティハウス    を  

             」  

「  

横浜市上白根コミュニティハウス   

 に 、  

横浜市都岡小コミュニティハウス   

             」  

「  

横浜市上郷矢沢コミュニティハウス   を  

             」  

「  

横浜市上郷矢沢コミュニティハウス  

 に 改 め る 。  

横浜市庄戸コミュニティハウス    

             」  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 項 の 規

定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 準 備 行 為 ）  

２  こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 地 区 セ ン タ ー 条 例 の 規 定 に 基 づ

く 横 浜 市 都 岡 小 コ ミ ュ ニ テ ィ ハ ウ ス 及 び 横 浜 市 庄 戸 コ ミ ュ ニ テ ィ

ハ ウ ス を 供 用 す る た め に 必 要 な 行 為 は 、 こ の 条 例 の 施 行 前 に お い

て も 行 う こ と が で き る 。  
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横 浜 市 条 例 第 56 号  

   横 浜 市 福 祉 の ま ち づ く り 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 横 浜 市 福 祉 の ま ち づ く り 条 例 （ 平 成 24 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 90 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 前 文 の う ち 第 ３ 項 中 「 一 人 一 人 の 個 性 を 尊 重 し 、 認 め 合 う 」 を 「

誰 一 人 取 り 残 さ れ る こ と の な い 」 に 改 め 、 第 ４ 項 中 「 お 互 い を 尊 重

し 、 助 け 合 う 、 人 の 優 し さ に あ ふ れ た ま ち づ く り を 基 本 理 念 と し 」

を 「 互 い に 人 権 を 尊 重 し 、 個 人 の 尊 厳 を 重 ん ず る こ と を 基 本 理 念 に

」 に 改 め 、 「 と な っ て 」 の 次 に 「 ま ち づ く り を 推 進 し 」 を 加 え る 。  

 第 １ 条 中 「 定 め る と と も に 、 」 を 「 定 め 、 並 び に 」 に 改 め 、 「 に

よ り 」 の 次 に 「 、 社 会 的 障 壁 を 生 じ さ せ な い た め の 必 要 な 措 置 を 行

う こ と に よ っ て 」 を 加 え 、 「 人 間 性 豊 か な 福 祉 都 市 」 を 「 横 浜 に 関

わ る 全 て の 人 が 相 互 に 人 格 と 個 性 を 尊 重 し 合 い な が ら 共 生 す る 社 会

」 に 改 め る 。  

 第 ２ 条 第 ２ 項 中 第 ４ 号 を 第 ５ 号 と し 、 第 ３ 号 を 第 ４ 号 と し 、 第 ２

号 を 第 ３ 号 と し 、 第 １ 号 の 次 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  

 (2)  社 会 的 障 壁  高 齢 者 、 障 害 者 等 に と っ て 日 常 生 活 又 は 社 会 生

活 を 営 む 上 で 障 壁 と な る よ う な 社 会 に お け る 事 物 、 制 度 、 慣 行

、 観 念 そ の 他 一 切 の も の を い う 。  

 第 ３ 条 第 ３ 項 及 び 第 ４ 条 第 ４ 項 中 「 施 設 を 」 を 「 施 設 に つ い て 、

」 に 、 「 た め の 」 を 「 た め 、 社 会 的 障 壁 を 生 じ さ せ な い た め の 整 備

、 研 修 そ の 他 の 必 要 な 」 に 改 め る 。  

 第 18 条 の 見 出 し 中 「 市 民 参 画 」 を 「 市 民 等 の 参 画 」 に 改 め 、 同 条  

に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

２  市 長 は 、 不 特 定 か つ 多 数 の 者 が 利 用 し 、 又 は 主 と し て 高 齢 者 、

障 害 者 等 が 利 用 す る 施 設 の 整 備 計 画 を 策 定 す る 場 合 は 、 高 齢 者 、

障 害 者 等 そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 者 が 参 画 す る 機 会 を 確 保 す る

た め の 措 置 を 講 ず る よ う 努 め る も の と す る 。  

   附  則  

 こ の 条 例 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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横 浜 市 条 例 第 57 号  

   横 浜 市 生 活 保 護 法 に 基 づ く 保 護 施 設 の 設 備 及 び 運 営 の 基  

   準 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 横 浜 市 生 活 保 護 法 に 基 づ く 保 護 施 設 の 設 備 及 び 運 営 の 基 準 に 関 す

る 条 例 （ 平 成 24 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 63 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。  

 第 21 条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

６  救 護 施 設 は 、 入 所 者 の 自 立 支 援 を 行 う た め 、 入 所 者 の 意 向 を 踏  

 ま え 、 入 所 者 ご と に 個 別 支 援 計 画 を 作 成 し な け れ ば な ら な い 。  

 第 26 条 第 １ 項 中 「 更 生 計 画 」 を 「 個 別 支 援 計 画 」 に 改 め 、 同 条 第

２ 項 中 「 第 ２ 項 」 の 次 に 「 及 び 第 ６ 項 」 を 加 え る 。  

 第 27 条 第 １ 項 中 「 更 生 計 画 」 を 「 個 別 支 援 計 画 」 に 改 め る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 の 施 行 の 日 前 に こ の 条 例 に よ る 改 正 前 の 横 浜 市 生 活 保  

 護 法 に 基 づ く 保 護 施 設 の 設 備 及 び 運 営 の 基 準 に 関 す る 条 例 第 26 条  

 第 １ 項 の 規 定 に よ り 作 成 さ れ た 更 生 計 画 は 、 こ の 条 例 に よ る 改 正  

 後 の 横 浜 市 生 活 保 護 法 に 基 づ く 保 護 施 設 の 設 備 及 び 運 営 の 基 準 に  

 関 す る 条 例 第 26 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 作 成 さ れ た 個 別 支 援 計 画 と  

 み な す 。  
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横 浜 市 条 例 第 58 号  

   横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る  

   条 例  

 横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 14 年 12 月 横 浜 市 条 例

第 58 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第  141 条 の ９ 第 １ 項 中 「 （ 平 成 22 年 ４ 月 １ 日 以 後 に 建 築 基 準 法 第

６ 条 第 １ 項 若 し く は 第 ６ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 確 認 の 申 請 又 は 同

法 第 18 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 計 画 の 通 知 を し よ う と す る も の に 限 る 。  

） 」 を 削 る 。  

   附  則  

 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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横 浜 市 条 例 第 59 号  

   横 浜 市 狭 あ い 道 路 の 整 備 の 促 進 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を  

   改 正 す る 条 例  

 （ 横 浜 市 狭 あ い 道 路 の 整 備 の 促 進 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 １ 条  横 浜 市 狭 あ い 道 路 の 整 備 の 促 進 に 関 す る 条 例 （ 平 成 28 年 12

月 横 浜 市 条 例 第 62 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 22 条 中 第 ４ 号 を 第 ５ 号 と し 、 第 ３ 号 を 第 ４ 号 と し 、 第 ２ 号 の

次 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  

  (3)  宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 規 制 法 （ 昭 和 36 年 法 律 第  191 号 ）

第 12 条 第 １ 項 に 規 定 す る 許 可 を 受 け て 宅 地 造 成 又 は 特 定 盛 土

等 （ 宅 地 に お い て 行 う も の に 限 る 。 ） に 関 す る 工 事 （ 後 退 用

地 等 を 整 備 す る た め に 行 う 工 事 を 除 く 。 ） を 行 う 場 合  

 （ 横 浜 市 建 築 基 準 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ２ 条  横 浜 市 建 築 基 準 条 例 （ 昭 和 35 年 10 月 横 浜 市 条 例 第 20 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 ３ 条 の ２ 第 ２ 項 第 ３ 号 中 「 附 則 第 ２ 条 第 １ 項 」 の 次 に 「 又 は

第 ２ 項 」 を 加 え 、 同 項 中 第 ７ 号 を 第 ８ 号 と し 、 第 ４ 号 か ら 第 ６ 号

ま で を １ 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 ３ 号 の 次 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  

  (4)  宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 規 制 法 （ 昭 和 36 年 法 律 第  191 号 ）

第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 宅 地 造 成 又 は 同 条 第 ３ 号 に 規 定 す る

特 定 盛 土 等 に 関 す る 工 事 （ 同 法 第 17 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 工

事 主 （ 同 法 第 ２ 条 第 ７ 号 に 規 定 す る 工 事 主 を い う 。 ） が 検 査

済 証 の 交 付 を 受 け た も の に 限 る 。 ） に よ り 整 備 さ れ て い る 急

傾 斜 地 （ 崖 面 崩 壊 防 止 施 設 （ 宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 規 制 法

施 行 令 （ 昭 和 37 年 政 令 第 16 号 ） 第 ６ 条 に 規 定 す る 崖 面 崩 壊 防

止 施 設 を い う 。 ） が 設 置 さ れ た も の を 除 く 。 ）  

 （ 横 浜 市 造 成 宅 地 等 災 害 防 止 対 策 検 討 委 員 会 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ３ 条  横 浜 市 造 成 宅 地 等 災 害 防 止 対 策 検 討 委 員 会 条 例 （ 平 成 26 年

２ 月 横 浜 市 条 例 第 ５ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  題 名 を 次 の よ う に 改 め る 。  

    横 浜 市 宅 地 造 成 等 災 害 防 止 対 策 検 討 委 員 会 条 例  

  第 １ 条 を 次 の よ う に 改 め る 。  

  （ 設 置 ）  

 第 １ 条  横 浜 市 内 の 宅 地 造 成 （ 宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 規 制 法 （

昭 和 36 年 法 律 第  191 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 に

規 定 す る 宅 地 造 成 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 、 特 定 盛 土 等 （ 同 条 第

３ 号 に 規 定 す る 特 定 盛 土 等 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 及 び 土 石 の 堆

積 （ 同 条 第 ４ 号 に 規 定 す る 土 石 の 堆 積 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に

伴 う 災 害 （ 同 条 第 ５ 号 に 規 定 す る 災 害 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を

防 止 す る た め 、 市 長 の 附 属 機 関 と し て 、 横 浜 市 宅 地 造 成 等 災 害
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防 止 対 策 検 討 委 員 会 （ 以 下 「 委 員 会 」 と い う 。 ） を 置 く 。  

  第 ２ 条 第 １ 号 中 「 宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 規 制 法 （ 昭 和 36 年 法

律 第 191 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 」 を 「 法 」 に 改 め 、 同 条 第 ２

号 中 「 旧 法 第 ９ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 宅 地 造 成 に 関 す る 工 事 並 び に

」 及 び 「 及 び 法 第 31 条 第 １ 項 に 規 定 す る 特 定 盛 土 等 又 は 土 石 の 堆

積 に 関 す る 工 事 」 を 削 り 、 同 条 第 ８ 号 中 「 造 成 宅 地 、 崖 等 に お け

る 災 害 を 防 止 す る た め の 対 策 」 を 「 宅 地 造 成 、 特 定 盛 土 等 及 び 土

石 の 堆 積 に 伴 う 災 害 の 防 止 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 10 号 と し 、 同

条 第 ７ 号 中 「 崖 及 び 擁 壁 」 を 「 地 盤 等 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 ９

号 と し 、 同 条 第 ６ 号 中 「 崖 及 び 擁 壁 」 を 「 盛 土 又 は 切 土 を し た 後

の 地 盤 、 盛 土 又 は 切 土 を し た 土 地 の 部 分 に 生 ず る 崖 、 擁 壁 、 崖 面

崩 壊 防 止 施 設 （ 宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 規 制 法 施 行 令 （ 昭 和 37 年

政 令 第 16 号 ） 第 ６ 条 に 規 定 す る 崖 面 崩 壊 防 止 施 設 を い う 。 ） 及 び

堆 積 し た 土 石 （ 次 号 に お い て 「 地 盤 等 」 と い う 。 ） 」 に 改 め 、 同

号 を 同 条 第 ８ 号 と し 、 同 条 第 ５ 号 中 「 （ 旧 法 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定

す る 宅 地 造 成 を い う 。 ） 」 を 「 、 特 定 盛 土 等 又 は 土 石 の 堆 積 」 に

改 め 、 同 号 を 同 条 第 ７ 号 と し 、 同 条 第 ４ 号 中 「 一 部 改 正 法 附 則 第

２ 条 第 １ 項 」 を 「 法 第 23 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 並 び に 一 部 改 正 法 附

則 第 ２ 条 第 ２ 項 」 に 改 め 、 「 並 び に 一 部 改 正 法 附 則 第 ２ 条 第 ３ 項

の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る 旧 法 第 22 条 第 １ 項

及 び 第 ２ 項 」 を 削 り 、 同 号 を 同 条 第 ６ 号 と し 、 同 条 第 ３ 号 中 「 一

部 改 正 法 附 則 第 ２ 条 第 １ 項 」 を 「 法 第 22 条 第 ２ 項 及 び 一 部 改 正 法

附 則 第 ２ 条 第 ２ 項 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 ５ 号 と し 、 同 条 第 ２ 号

の 次 に 次 の ２ 号 を 加 え る 。  

  (3)  法 第 20 条 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 並 び に 宅 地 造 成 等 規 制 法 の 一 部

を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 ４ 年 法 律 第 55 号 。 以 下 「 一 部 改 正 法 」

と い う 。 ） 附 則 第 ２ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ

る こ と と さ れ る 一 部 改 正 法 に よ る 改 正 前 の 宅 地 造 成 等 規 制 法

（ 昭 和 36 年 法 律 第  191 号 。 以 下 「 旧 法 」 と い う 。 ） 第 14 条 第

２ 項 の 規 定 に よ る 命 令 に 関 す る こ と 。  

  (4)  法 第 20 条 第 ５ 項 の 規 定 に よ る 災 害 防 止 措 置 及 び 一 部 改 正 法

附 則 第 ２ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ

れ る 旧 法 第 14 条 第 ５ 項 の 規 定 に よ る 措 置 に 関 す る こ と 。  

 （ 横 浜 市 魅 力 あ る 都 市 景 観 の 創 造 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ４ 条  横 浜 市 魅 力 あ る 都 市 景 観 の 創 造 に 関 す る 条 例 （ 平 成 18 年 ２

月 横 浜 市 条 例 第 ２ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 14 条 第 ３ 号 中 「 宅 地 造 成 等 規 制 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 」 を

「 宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 規 制 法 （ 昭 和 36 年 法 律 第  191 号 ） 第 12

条 第 １ 項 若 し く は 宅 地 造 成 等 規 制 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 」 に 改

め 、 「 又 は 」 の 次 に 「 宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 規 制 法 第 15 条 第 １



                     横 浜 市 報    号外第20 令和６年12月25日 

15 

項 若 し く は 」 を 加 え る 。  

   附  則  

 こ の 条 例 は 、 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。  

  



                     横 浜 市 報    号外第20 令和６年12月25日 

16 

横 浜 市 条 例 第 60 号  

   横 浜 市 水 道 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 横 浜 市 水 道 条 例 （ 昭 和 33 年 ４ 月 横 浜 市 条 例 第 12 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。  

 第 36 条 の ５ 第 １ 号 中 「 ） の 」 を 「 ） に お い て 」 に 改 め 、 「 に お い

て 衛 生 工 学 又 は 水 道 工 学 に 関 す る 学 科 目 」 を 削 り 、 「 ２ 年 以 上 水 道

」 を 「 ３ 年 以 上 水 道 、 工 業 用 水 道 、 下 水 道 、 道 路 又 は 河 川 （ 以 下 こ

の 条 に お い て 「 水 道 等 」 と い う 。 ） 」 に 改 め 、 「 者 」 の 次 に 「 （ １

年 ６ 月 以 上 水 道 に 関 す る 技 術 上 の 実 務 に 従 事 し た 経 験 を 有 す る 者 に

限 る 。 ） 」 を 加 え 、 同 条 第 ２ 号 中 「 の 土 木 工 学 科 又 は こ れ 」 を 「 に

お い て 機 械 工 学 科 若 し く は 電 気 工 学 科 又 は こ れ ら 」 に 改 め 、 「 に お

い て 衛 生 工 学 及 び 水 道 工 学 に 関 す る 学 科 目 以 外 の 学 科 目 」 を 削 り 、

「 ３ 年 以 上 水 道 」 を 「 ４ 年 以 上 水 道 等 」 に 改 め 、 「 者 」 の 次 に 「 （

２ 年 以 上 水 道 に 関 す る 技 術 上 の 実 務 に 従 事 し た 経 験 を 有 す る 者 に 限

る 。 ） 」 を 加 え 、 同 条 第 ３ 号 中 「 高 等 専 門 学 校 」 の 次 に 「 （ 次 号 に

お い て 「 短 期 大 学 等 」 と い う 。 ） 」 を 、 「 修 了 し た 後 」 の 次 に 「 。

同 号 に お い て 同 じ 。 」 を 加 え 、 「 水 道 」 を 「 水 道 等 」 に 改 め 、 「 者

」 の 次 に 「 （ ２ 年 ６ 月 以 上 水 道 に 関 す る 技 術 上 の 実 務 に 従 事 し た 経

験 を 有 す る 者 に 限 る 。 ） 」 を 加 え 、 同 条 第 ６ 号 中 「 第 ９ 条 各 号 」 を

「 第 ９ 条 第 １ 項 各 号 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 ８ 号 と し 、 同 条 第 ５ 号

中 「 水 道 」 を 「 水 道 等 」 に 改 め 、 「 者 」 の 次 に 「 （ ５ 年 以 上 水 道 の

工 事 に 関 す る 技 術 上 の 実 務 に 従 事 し た 経 験 を 有 す る 者 に 限 る 。 ） 」

を 加 え 、 同 号 を 同 条 第 ７ 号 と し 、 同 条 第 ４ 号 中 「 中 等 教 育 学 校 」 の

次 に 「 （ 次 号 に お い て 「 高 等 学 校 等 」 と い う 。 ） 」 を 加 え 、 「 水 道

」 を 「 水 道 等 」 に 改 め 、 「 者 」 の 次 に 「 （ ３ 年 ６ 月 以 上 水 道 に 関 す

る 技 術 上 の 実 務 に 従 事 し た 経 験 を 有 す る 者 に 限 る 。 ） 」 を 加 え 、 同

号 を 同 条 第 ５ 号 と し 、 同 号 の 次 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  

 (6)  高 等 学 校 等 に お い て 機 械 科 若 し く は 電 気 科 又 は こ れ ら に 相 当

す る 課 程 を 修 め て 卒 業 し た 後 、 ８ 年 以 上 水 道 等 に 関 す る 技 術 上

の 実 務 に 従 事 し た 経 験 を 有 す る 者 （ ４ 年 以 上 水 道 に 関 す る 技 術

上 の 実 務 に 従 事 し た 経 験 を 有 す る 者 に 限 る 。 ）  

 第 36 条 の ５ 第 ３ 号 の 次 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  

 (4)  短 期 大 学 等 に お い て 機 械 科 若 し く は 電 気 科 又 は こ れ ら に 相 当

す る 課 程 を 修 め て 卒 業 し た 後 、 ６ 年 以 上 水 道 等 に 関 す る 技 術 上

の 実 務 に 従 事 し た 経 験 を 有 す る 者 （ ３ 年 以 上 水 道 に 関 す る 技 術

上 の 実 務 に 従 事 し た 経 験 を 有 す る 者 に 限 る 。 ）  

 第 36 条 の ６ 第 １ 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 (1)  前 条 第 １ 号 、 第 ３ 号 又 は 第 ５ 号 に 規 定 す る 学 校 に お い て 土 木

工 学 科 若 し く は 土 木 科 又 は こ れ ら に 相 当 す る 課 程 を 修 め て 卒 業

し た 後 （ 学 校 教 育 法 に よ る 専 門 職 大 学 の 前 期 課 程 に あ っ て は 、
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修 了 し た 後 ） 、 同 条 第 １ 号 に 規 定 す る 学 校 を 卒 業 し た 者 に つ い

て は ３ 年 以 上 、 同 条 第 ３ 号 に 規 定 す る 学 校 を 卒 業 し た 者 （ 同 法

に よ る 専 門 職 大 学 の 前 期 課 程 に あ っ て は 、 修 了 し た 者 ） に つ い

て は ５ 年 以 上 、 同 条 第 ５ 号 に 規 定 す る 学 校 を 卒 業 し た 者 に つ い

て は ７ 年 以 上 水 道 に 関 す る 技 術 上 の 実 務 に 従 事 し た 経 験 を 有 す

る 者  

 第 36 条 の ６ 第 ２ 号 中 「 又 は 第 ４ 号 」 を 「 又 は 第 ５ 号 」 に 改 め 、 「

土 木 工 学 以 外 の 」 を 削 り 、 「 に 関 す る 学 科 目 又 は こ れ ら に 相 当 す る

学 科 目 」 を 「 の 課 程 又 は こ れ ら に 相 当 す る 課 程 （ 土 木 工 学 科 及 び 土

木 科 並 び に こ れ ら に 相 当 す る 課 程 を 除 く 。 ） 」 に 、 「 同 条 第 ４ 号 」

を 「 同 条 第 ５ 号 」 に 改 め 、 同 条 第 ４ 号 中 「 前 ２ 号 」 を 「 前 ３ 号 」 に

改 め る 。  

   附  則  

 こ の 条 例 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


